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第二次長崎県再犯防止推進計画 （２０２６年度～２０３０年度）

基本理念 だれ一人取り残さない“やさしい社会”の実現を目指します。

長崎県における刑法犯検挙者に占める再犯者の割合（再犯者率）を、
令和12（2030）年までに 40％以下にする。

※基準値 ４６．７％（令和６（2024）年）

成果指標

・犯罪をした者等が孤立することなく、地域社会の一員として立ち直り、支え合う社会の構築
・再犯防止を通じて、県民が安全・安心に暮らせる社会の実現

・「再犯の防止等の推進に関する法律」（平成28年12月施行)に基づく、地方再犯防止推進計画
・国の「第二次再犯防止推進計画」（令和5年3月）を踏まえ、長崎県としての施策を総合的かつ計画的に推進

１ 地域による包摂の推進

２ 就労・住居の確保

３ 保健医療・福祉サービスの利用の促進等

４ 学校等と連携した修学支援の実施、非行等の防止

５ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導のための取組等

６ 民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進

重点課題

（施策）

計画の推進体制
県と学識経験者、関係団体、関係行政機関等で構成する

「長崎県再犯防止推進ネットワーク協議会」により進捗管理



地域による包摂の推進
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（計画案P2６～2８）

第二次長崎県再犯防止推進計画 （２０２６年度～２０３０年度）

現状 課題

１ 地方再犯防止推進計画を策定している
県内市町の数及びその割合
13市町（61.9％） 【令和７年４月】

１ 保健・医療・福祉・就労・住居など多機
関が連携する支援の枠組みが構築・強
化されつつあるが、支援体制のさらな
る強化・充実が必要
２ 長崎県地域生活定着支援センター（県
委託事業）による入所中から退所後まで
の伴走支援が進展したが、市町の既存
会議体（自立支援協議会、重層的支援会
議等）を活用した連携の推進が課題

関係機関・団体の主な取組 県の主な取組

１ 【保護観察所】 就労・住居・福祉等の地
域資源につなぐ“地域援助”の実施
２ 【矯正施設】 地域関係機関・団体と協働
した職場体験、社会貢献作業の受託等

１ 「長崎県再犯防止推進ネットワーク協
議会」の開催、官民連携の情報共有・課
題共有
２ 市町の計画策定や取組推進への助言・
支援、長崎県地域生活定着支援セン
ターによる地域支援ネットワークの構
築・強化

重点課題１

就労・住居の確保 １ 就労の確保重点課題２

現状 （（１）令和７年・（２．３）令和６年） 課題

１ 協力雇用主の状況 167社
実際に雇用した協力雇用主数 ７社
雇用されている者 25人

２ 刑務所出所者等総合的就労支援対策
の対象者（９６人）のうち、就職した者の
数及びその割合 ３4人（35.4％）
３ 保護観察終了時に無職である者の数
及びその割合

184人中 66人（35.9％）

１ 出所者・保護観察対象者に無職者が多
く、就労確保が重要課題。協力雇用主の
登録は進む一方で、実際の雇用や長期定
着に課題が残る。
２ 協力雇用主の実雇用拡大と業種の多
様化が必要
３ 就職後の定着支援の強化

関係機関・団体の主な取組 県の主な取組

１ 【保護観察所】 総合的就労支援、協力
雇用主・ハローワーク・矯正施設との連
携、協力雇用主の研修・周知
２ 【少年鑑別所】 職業適性の把握、就労
した者や雇用主に対する心理的支援
３ 【矯正施設】 企業説明会の開催等

１ 長崎県人材活躍支援センターの運営、
各種職業訓練の提供
２ 農福連携や障害者就労・生活支援セン
ターとの連携
３ 入札制度の加点措置等による協力雇
用主の後押し

（計画案P３２～３５）

２ 住居の確保
（計画案P3７～３８）

現状 （令和６年） 課題

１ 県内所在刑事施設における出所者
（214人）のうち、帰住先がない者の数
及び割合 43人（20.1％）
２ 更生保護施設及び自立準備ホームにお
いて、一時的に居場所を確保した者の数

更生保護施設 185人
自立準備ホーム 12人

１ 出所時帰住先がない対象者への居所確
保が引き続き重要。（自立準備ホームの
登録拡大等）
２ 入居後の見守り・相談・生活支援・地域
関係づくり等の体制強化

関係機関・団体の主な取組 県の主な取組

１ 【保護観察所】 更生保護施設や自立準
備ホームによる一時的な居所確保等
２ 【矯正施設】 保護観察所や長崎県地域
生活定着支援センターと連携した早期の
帰住先確保、地方更生保護委員会と連携
した更生緊急保護

１ 長崎県地域生活定着支援センターによ
る福祉施設入所やアパート入居の調整支
援
２ 住宅セーフティネット制度の周知・登録
促進、公営住宅等の関係機関連携
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重点課題３ 保健医療・福祉サービスの利用の促進等 １ 高齢者・障害のある人への支援 （計画案P４１～４４）重点課題３

現状 （令和６年） 課題

１ 特別調整により長崎県地域生活定着支
援センターが福祉サービス等の利用に
向けた調整を行った件数

45人

１ 高齢者や障害のある対象者のため、入
所中からの福祉申請など手続の円滑化
２ 要介護認定に該当しない高齢者の昼
間活動先の確保
３ 障害者自立支援協議会等との連携・相
談体制の更なる充実

関係機関・団体の主な取組 県の主な取組

１ 【保護観察所】 特別調整対象者の地
域定着支援
２ 【矯正施設】 社会復帰準備指導、知
的障害受刑者処遇・支援モデルの運用
３ 【検察庁】 更生保護施設入所等の
入口支援と出口支援につながる連携

１ 長崎県地域生活定着支援センターによ
る保健医療・福祉サービスの利用支援
２ 高齢者や精神障害者に対応した地域
包括ケアシステムの構築
３ 見守りネットワーク・権利擁護支援ネッ
トワークの充実

現状 （令和６年） 課題

１ 薬物事犯保護観察対象者（22人）のう
ち、保健医療機関による治療・支援を受
けた者の数及びその割合 １人（4.5％）
２ 薬物乱用防止教室等の開催件数及び
参加人数 開催件数 237回

参加人数 14,713人

１ 薬物事犯は再犯リスクが相対的に高く、
依存特性に応じた継続支援が重要
２ 相談窓口や自助グループとの連携は
あるが、相談につながりにくい傾向があ
るため、偏見の低減と相談促進、医療・
自助の継続参加の支援が必要

２ 薬物依存を有する人への支援 （計画案P４５～４７）

関係機関・団体の主な取組 県の主な取組

１ 【保護観察所】 薬物再乱用防止プログ
ラム、医療・自助グループへの参加支援、
家族向け支援
２ 【矯正施設】 依存離脱・認知行動療法
プログラムの提供
３ 【民間団体】 自助グループとの連携

１ 学校等での予防教育、県民向け啓発の
強化
２ 薬物相談窓口の設置・運用、専門医療
機関との連携
３ 薬物依存に対する相談対応・回復支援
の実施

現状 （令和６年） 課題

１ 保護観察が開始された少年のうち、就
学・復学した者の数

14人

１ 就学・復学支援の枠組みが整備され、
対象少年の学びの継続が進んでいる。
さらに、多様化する課題に対応できる教
育支援体制の充実
２ 関係機関の協力体制の維持・強化

重点課題４ 学校等と連携した修学支援の実施、非行等の防止 １ 学校等と連携した修学支援の実施
（計画案P５１～５２）

関係機関・団体の主な取組 県の主な取組

１ 【少年鑑別所】 教科指導・教材貸与・
高卒認定対策等

１ 関係機関との協力体制の維持、矯正施
設と連携した学びの継続支援
２ 進学・自立に向けた情報提供・学習相
談の実施

重点課題４

２ 学校等と連携した非行防止等のための取組

現状 （令和６年） 課題

１ 薬物乱用防止教室等の開催件数及び
参加人数 （再掲）

開催件数 237回
参加人数 14,713人

１ 学校での非行防止・薬物乱用防止教室、
警察との情報共有体制が定着しており、
取組の継続と支援の質の向上が必要
２ 関係機関連携の更なる強化による
再非行防止

関係機関・団体の主な取組 県の主な取組

１ 【保護観察所】 学校等と連携した生活
環境調整
２ 【少年鑑別所】 問題行動分析に基づく
指導法の提案、ワークブックの実施

１ スクールカウンセラー・ソーシャルワー
カーの配置、メディア安全指導員の派遣
２ 薬物乱用防止教室の実施、学校と警察
の連携による迅速な対応
３ 児童相談所における非行少年支援

（計画案P５３～５５）



現状 課題

１ 保護観察所・矯正施設で特性別の専門
プログラム（薬物、暴力、性加害、アル
コール等）を展開
２ 長崎刑務所で知的障害受刑者処遇・支
援モデルの開始・運用
３ 刑法改正に伴う改善指導の拡充方針

１ 地域で特性に応じた継続支援ができる
体制整備
２ 法改正への対応体制の整備

犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導のための取組等 １ 特性に応じた効果的な指導の実施等
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（計画案P５９～６２）
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関係機関・団体の取組 県の取組

１ 【保護観察所】 専門プログラムとアセ
スメント
２ 【矯正施設】 特性別プログラム
３ 【少年鑑別所】 心理検査・鑑別に基づ
く支援

１ 長崎県地域生活定着支援センターによ
る矯正施設と福祉をつなぐ協議・ 連携
の定例化
２ 警察における人身安全対策等による
ハイリスク事案の再犯防止の推進

２ 犯罪被害者等の心情等を理解するための取組
（計画案P６３～６５）

現状 課題

１ 心情等の聴取・伝達制度を活用し、加
害者教育に反映

１ 被害者支援の実務能力向上と体制の
更なる充実とあわせて、罪をした者には、
犯罪被害者の心情等を理解して贖罪意識
を深め、再犯抑止につなげることが必要

関係機関・団体の取組 県の取組

１ 【保護観察所・矯正施設】 心情等の聴
取・伝達制度の運用、ケースカンファレン
ス、加害者教育

１ 犯罪被害者支援に関する広報啓発、性
暴力被害相談窓口「サポートながさき」
におけるワンストップ支援の実施
２ 長崎県地域生活定着支援センターによ
る犯罪をした者等の家族等への支援

重点課題５

民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進 １ 民間協力者の活動促進 （計画案P６８～７０）重点課題６

現状 課題

１ 本県の保護司の状況
定数 890名
現員数 754名 （充足率：84.7％）

【令和７年１月】

１ 保護司やBBS、更生保護女性会、更生
保護法人等による支援活動が広がってい
るが、保護司、更生保護ボランティアの確
保が課題

関係機関・団体の取組 県の取組

１ 【保護観察所】 面接場所・活動拠点の
確保、保護司等確保に向けた協力依頼
２ 【更生保護女性会・BBS】 関係団体へ
の援助活動、啓発、学習支援などの実施

１ 更生保護事業への助成、周知・広報に
よる担い手確保支援
２ 少年警察ボランティア活動支援

２ 広報・啓発活動の推進 （計画案P７１～７２）

現状 （令和６年） 課題

１ "社会を明るくする運動”行事参加者数
14,739人

１ “社会を明るくする運動”や再犯防止啓
発月間、矯正展等、更生保護に馴染みが
ない人にもわかりやすい広報・啓発を継
続し、再犯防止に関する県民の認知・関
心の更なる向上が必要

関係機関・団体の取組 県の取組

１ 【保護観察所】 “社会を明るくする運
動”による民間協力者と連携した広報啓
発活動
２ 【矯正施設】 施設見学会など地域住民
への広報・啓発、矯正展の実施

１ 保護観察所と連携した“社会を明るく
する運動”の実施
２ 人権教育・啓発の推進
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